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ペ ッ ト 飼 育 細 則 
 

 ミオカステーロ井荻管理組合の区分所有者及び占有者は、ミオカステーロ井荻管理規約（以下「管理規約」という）

の使用細則に基づき、ペットを専有部分で飼育するに当たり、区分所有者及び占有者（以下「居住者」という）が快適

な共同生活を維持できるよう、良好な環境の維持の向上を計るため、ミオカステーロ井荻ペット飼育細則（以下「本細

則」という）を定める。但し、盲導犬・聴導犬及び介護犬はペットの扱いではなく飼育できること。 

第１条（飼育の申請） 

     ミオカステーロ井荻居住者のうち、ペットの飼育を希望する者（以下「飼育者」という）は、別に定める用 

    紙により、管理組合理事長に対し、飼育の申請をし許可を得なければならない。但し、小鳥及び観賞魚は除く。 

   ２．飼育申請時において犬の場合に限り、法に定められた予防接種及び登録が確実に行われていることを証明す 

    る書類を申請書（様式ー１）に添付し、理事長に提出しなければならない。 

第２条（飼育の許可） 

     条例の届け出があった日から１ヶ月以内に、ミオカステーロ井荻管理組合理事長は、当該ペット飼育希望者 

    に対し、許可または不許可の通知をしなければならない。（様式ー２） 

第３条（飼育の明示）  

     理事長は前条でペットの飼育の許可通知を発すると同時に、掲示板等に飼育者（部屋番号・氏名）及びペッ 

    トの種類と数等を掲示しなければならない。（犬・猫については二匹を限度とする） 

   ２，飼育者のうち、犬を飼育する者は、保健所が交付するラベル及び登録証等を必ず玄関に貼付をしなければな 

    らない。 

第４条（飼育の範囲） 

     第１条で飼育申請をすることができるペットとは、成年に達した状態で、体調75㎝相当、体重15㎏相当以内 

    の小動物（犬・猫・兎・ハムスター等）に限定するもので、当該マンション生活に遵う小動物をいい、たとえ 

    体長、体重がそれ以下であっても猛獣、猛禽類、その他危険な特定動物はペットとしてみなさない。 

第５条（定期診断） 

     犬の飼育を許可された場合は、毎年「狂犬病予防法」で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師 

    による定期的な健康診断を、年１回以上受けなければならない。 

   ２．前項の予防接種及び登録並びに健康診断の結果を、速やかに理事長に文書にて報告しなければならない。 

第６条（遵守事項） 

     ペット飼育者は、ペット飼育に関する法律及び関係法令等（「動物の保護及び管理に関する法律」「犬及び猫 

    の飼育及び保管に関する基準」「狂犬病予防法」等）に誠実に遵守し、良識ある飼育に努めると共に、ミオカ 

    ステーロ井荻において次に定める事項に従わなければならない。 

    （１）ペットの飼育は専有部分住戸内に限定される。 

    （２）共有部分（バルコニー、ルーフバルコニー、サービスバルコニー、専用ポーチ、アルコープ、テラス、 

      トランクルーム、階段、エントランスホール、エレベーター等）にて、放さないこと。また、給餌、排尿、 

      排便、ブラッシング、抜毛の処理（犬・猫の場合）等をしないこと。 

    （３）ペットを共有部分に連れ出す必要があるときは、首輪等をし、引き紐等でつなぎ、抱持しまたは籠等の 

      容器に入れ床を歩かせないこと。 

    （４）ペットの鳴き声、体臭、羽毛、汚物等により他の居住人に迷惑をかけないこと。 

第７条（飼育者の責任） 

     ペットによる汚染、破損、障害等が発生した場合、理由の如何を問わず、当該ペット飼育者はその責任及び 

    損害賠償等の義務を負う。  

第８条（苦  情） 

     苦情の申出は、管理組合理事長に書面にて届出することができる。届出があった場合、理事長は速やかに理 

    事会（役員会）を開催し、苦情問題を検討する。 

第９条（罰  則） 

     居住者から苦情が出た場合、事情を掲示板等にて明らかにした上で、理事会にて検討決議事項を飼育者に警 

    告または禁止を発すると共に、掲示公表する。 

   ２．ペット飼育者が細則に違反したとき、理事長は理事会の決議を経て、そのペット飼育者に対し、特定の配慮を 

    加えた諸設備の設置や、獣医師の意見に基づくペットの手術の実施、ペット飼育の禁止を求めることができる。  

   ３．１年以内５回以上の警告を受けた場合は、飼育はできないものとする。 

（付  則） 

     この細則は、管理規約発効の日から施行する。       




